　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

全員提出
【３】


本人確認（番号確認＋身元確認）書類貼付台紙
	受給者番号
	
	
	
	
	
	
	

	氏 名
	



※こちらの書類と【２】については、申請者（患者又は保護者）分を必ず提出してください。
記入にあたっては、裏面とお知らせ書の７頁をご確認ください。
※患者の健康保険が被用者保険の被扶養者で、被保険者の市町村民税が非課税の場合、被保険者分のマイナンバーを必ず【２】に記載してください。
詳細は、「指定難病医療給付継続申請のお知らせ」２頁をご参照ください。

個人番号（マイナンバー）カードのコピー貼付
個人番号（マイナンバー）カードの表面・裏面を確認することにより、１枚で本人確認が可能

申請者（患者又は保護者）の個人番号カード
（12桁の数字が読み取れるもの）
裏面

貼り付け
申請者（患者又は保護者）の個人番号カード
表面

貼り付け
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自動的に生成された説明][image: テキスト が含まれている画像

自動的に生成された説明]









個人番号（マイナンバー）カードをお持ちでない場合、
番号確認書類及び身元確認書類が必要です。
裏面を確認してください。
身元確認書類



番号確認書類



個人番号（マイナンバー）関係提出書類
	[bookmark: _Hlk220488243]
	全員提出が必要な書類・・・１～２

	
	１
	【２】個人番号記載票

	
	
	以下の対象者の個人番号を記入してください。
・患者
・保護者（患者が18 歳未満の場合のみ記入）
・支給認定基準世帯員
※「健康保険書類の省略を希望する方」又は「課税証明書の提出の省略を希望する方」の個人番号等を記入してください。
・患者が被用者保険の被扶養者で、被保険者の市町村民税が非課税の場合の被保険者
　※保険者からもとめられた場合、被保険者の個人番号を提供する必要があるため、被保険者の個人番号等を記入してください。

	
	2
	【３】本人確認（番号確認＋身元確認）書類貼付台紙

	
	
	申請者(患者又は保護者)の方の本人確認(番号確認+身元確認）書類として、以下の（１）又は（２）を貼り付けて提出してください。
（１）個人番号カード（マイナンバーカード）
※表面、裏面を確認することにより、１枚で本人確認が可能です。 
（２）以下の番号確認書類及び身元確認書類
番号確認書類
● 通知カード
※氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限り、利用可能です。
● 住民票の写し等(個人番号が記載されたもの)
身元確認書類
(以下をいずれか１点)
●運転免許証 ●パスポート ●障害者手帳 ●在留カード ●写真付き学生証/身分証明書/社員証など
(上記が困難な場合、以下をいずれか２点)
●資格確認書 ●介護保険証 ●基礎年金番号通知書 ●児童扶養手当証書 
●写真なし学生証/身分証明書/社員証など











	[bookmark: _Hlk219282655]
	該当者のみが必要な書類・・・３～４

	
	３
	【４】マイナンバー（個人番号）による添付書類の省略に関する調書

	
	
	・健康保険確認書類や課税証明書の省略を希望する場合に提出が必要な書類です。
・健康保険確認書類や課税証明書の省略を希望する方の必要事項を記入してください。
・課税証明書の省略を希望する場合は、令和８年１月１日時点の住所（市区町村まで）を忘れずに記載してください。
※埼玉県以外の都道府県の場合は都道府県名も記載してください。

	
	４
	【７】同意書

	
	
	・健康保険が共済組合（公務員等が加入する共済組合：私学共済以外）で被保険者が非課税の場合に提出が必要な書類です。
・「患者本人（被保険者が患者と異なる場合は「被保険者」も併せて）」、「保険者名」及び「記号・番号」に必要事項を記入してください。


※【３】の書類は、申請者（患者又は保護者）以外の本人確認書類は提出不要です。そのため、【２】の書類に記載する個人番号は申請者が責任をもって記載してください。なお、【２】と【３】の書類提出により、有効なマイナンバーの提出として扱うことができますので、必ず上記の書類を揃えて提出してください。
※添付書類の省略を希望する場合でも、省略に必要な書類が不足している場合は、原則として健康保険確認書類や課税証明書の提出をお願いさせていただきます。
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